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令和元年度８月定例教育委員会 会議録 

 

１ 会議の別  定例会 

 

２ 開催月日  令和元年８月２２日（木） 

 

３ 開催時間  午後１時３０分から午後３時４０分 

 

４ 開催場所  昭和町中央公民館 第１会議室 

 

５ 出席委員  教育長 太 田   充 

教育長職務代理者 山 田 由 美 

委 員 磯 部 幸 廣 

委 員  石 原 保 夫 

委 員  小 宮 山  稔 

 

６ 欠席委員  なし 

 

７ 委員及び傍聴人を除く会議室に出席した職員の職氏名 

学校教育課長  五 味   隆 

生涯学習課長  小 宮 山  毅 

主幹・指導主事 古 屋 正 樹 

学校教育課主任 佐 藤 紗 世 

 

８ 出席した長及びその事務局の職員の職氏名 

 

９ 傍聴人  なし 

 

10 会議の概要 

 

開 会 

 （１）開会 

（２）前回会議録の承認 

 （３）教育長の報告 

・８月実施四校会の報告について 

・全国学力学習状況調査（全国学力テスト）について 

・学力向上フォローアップ事業について 

・押原中学校総合体育大会の結果について 

・学校給食センターの増築・改築工事と弁当給食について 

・運動会・学園祭について 

・第２回管理主事の教育委員会訪問について 
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・中央市・昭和町教育支援センター・適応指導教室設置検討会議について 

・県少人数教育検討委員会について 

・生涯学習課の行事について 

・昭和町９月議会について 

・その他 

（４）諸報告（各課等の報告） 

①生涯学習課（各種事業、今後の事業予定他） 

②学校教育課（      〃      ） 

（５）議事（会議に付した議案） 

１）成人式の対象年齢について 

２）就学援助費支給認定について 

３）幼児教育無償化に伴う新規市町村事業の要綱について 

４）その他 

 （６）その他 

 

11 議案となった動議を提出した者の氏名 なし 

 

12 議事 

 

教育長 

 

 

小宮山課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

佐藤主任 

 

 

 

 

議事に移ります。 

１）成人式の対象年齢について、事務局よりお願いします。 

 

お手元の資料をご覧ください。成人式の対象年齢について新聞報道等

もありましたが、市長会では２０歳で実施するとの申し合わせがあり、

町村会でも統一していきたいとの事でした。 

担当課である生涯学習課といたしましては、資料にもありますように

対象年齢を１８歳とした場合、大学受験や就職準備も重なるうえ、振り

袖なども高校生のうちに準備しなければならなくなり、家庭にも負担に

なります。当面の間は、２０歳実施で良いのではないかと考えておりま

すがご審議をお願いいたします。 

 

このことついて、ご意見、ご質問ありますか。 

無いようですので、２０歳実施でよろしいでしょうか。 

（異議なく承認。） 

 

２）就学援助費支給認定について、事務局よりお願いします。 

 

令和元度就学援助認定審査資料と認定基準対象者一覧の名簿をご覧

ください。 

本町では教育基本法第４条第３項および学校基本法第１９条により、

就学援助費支給要綱を定め、これに基づき経済的理由により就学困難と

認められた児童生徒および就学予定者の保護者に対し就学にかかる 
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佐藤主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

小宮山委員 

 

佐藤主任 

 

 

小宮山委員 

 

佐藤主任 

 

小宮山委員 

 

 

佐藤主任 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

佐藤主任 

 

 

 

 

 

 

費用の一部を援助しています。学用品費、校外活動費、新入学児童生徒

の就学準備費、修学旅行費、通学用品費、学校給食費について支給を  

行っています。毎年度９月と３月の年２回、口座振り込み、または、  

現金を手渡しにて支給しています。 

初回認定を８月教育委員会にて審査し行っていますが、４月から  

１年間の認定となります。申請者ごとに認定の基準とする日や、廃止と

なる日も違ってきますので併せて説明いたします。 

（資料を用いて詳細説明） 

これらについて認定してよろしいか審議をお願いします。 

 

このことついて、ご意見、ご質問ありますか。 

 

本町の就学援助率は高いのですか。 

 

援助率としては高い方だと感じていますが、他市町村とは比較してい

ません。 

 

住所地と学区が違う方がいるが。 

 

指定校変更にて許可している家庭になります。 

 

援助申請の通知や許可通知などは、学校経由にて保護者に渡している

のか。 

 

当初、申請の周知は学校を通し全家庭に配布しています。家庭からの

申請書は学校を経由し、教育委員会に提出されます。認定結果について

は、直接、各保護者宛に送付しています。 

 

他にはいかがでしょうか。 

無いようですので、資料のとおり認定しますがよろしいでしょうか。 

（異議なく承認。） 

 

３）幼児教育無償化に伴う新規市町村事業の要綱について、事務局よ

りお願いします。 

 

資料をご覧ください。最近、話題となっておりますが幼児教育の保育

料無償化が１０月から始まります。子ども子育て支援法の改正に伴い 

実施されます。同法第５９条において、幼稚園に通う子どもの「副食費」

いわゆる「おかず代」を助成することになり、対象者の基準については

市町村の事業として定めることになります。この事業の実施に伴い、 

今回、昭和町実費徴収に係る補足給付事業の実施要綱を定めたいと思い

ますのでご審議をお願いします。（資料を用いて詳細説明） 
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教育長 

 

山田教育長職務代理者 

 

 

五味課長 

 

 

佐藤主任 

 

 

小宮山委員 

 

 

佐藤主任 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

山田教育長職務代理者 

 

古屋主幹・指導主事 

 

 

 

 

教育長 

このことついて、ご意見、ご質問ありますか。 

 

昭和町には幼稚園はありませんが、かおり幼稚園などが対象になって

くるのですか。 

 

かおり幼稚園については、認定こども園に変わってしまいましたので

本事業とは関わりはなくなりました。 

 

本町在住の子供が通っている対象施設は、いづみ幼稚園、城北幼稚園、

みたま幼稚園、竜王幼稚園、峡南幼稚園の５園になります。 

 

副食費の上限額４，５００円については、各園からの申請になるのか。

個人からになるのか。 

 

この要綱の中では、どちらからも申請できるよう記載されています。

対象者については、こちらで抽出し申請していただくことになります。

限られた方になってきますので、数名程度となると思います。 

 

他にはありますか。 

無いようですので、要綱については資料のとおりでよろしいでしょう

か。 

（異議なく承認。） 

 

４）その他について何かありますか。 

 

夏休み中の事故について、把握しているものはありますか。 

 

交通事故が１件、部活動中における体調不良が３日連続でありまし

た。 

（詳細について説明） 

夏休みが終わったところで最終報告があります。 

 

他にはありますか。 

無いようですので、議事を終わります。 

 

－閉会 午後３時４０分－ 

 

次回の定例教育委員会は令和元年９月１７日（火）午後１時３０分から開催します。 


